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平
成
十
七
年
第
三
回
土
岐
市
議

会
定
例
会
が
、
六
月
二
日
か
ら
六

月
二
十
七
日
ま
で
の
二
十
六
日
間

の
会
期
で
開
か
れ
ま
し
た
。

今
定
例
会
で
は
、
平
成
十
七
年

度
補
正
予
算
関
係
三
件
、
土
岐
市

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
な
ど
条
例
関

係
五
件
、
土
岐
市
公
共
下
水
道
根

幹
的
施
設
の
建
設
工
事
の
委
託
契

約
一
件
、
財
産
の
取
得
一
件
、
そ

の
他
の
案
件
二
件
の
市
長
提
案
十

二
件
の
議
案
に
つ
い
て
慎
重
な
審

議
の
結
果
、
全
て
の
議
案
を
原
案

の
と
お
り
可
決
成
立
し

ま
し
た
。
ま
た
、
請
願

の
全
頭
検
査
に
よ
る
万

全
な
Ｂ
Ｓ
Ｅ
対
策
の
継

続
を
求
め
る
請
願
に
つ

い
て
は
賛
成
多
数
の
不

採
択
。
議
員
提
出
の
地

方
六
団
体
改
革
案
の
早

期
実
現
に
関
す
る
意
見

書
は
賛
成
多
数
で
、
地

方
議
会
制
度
の
充
実
強

化
に
関
す
る
意
見
書
は

全
会
一
致
で
そ
れ
ぞ
れ

可
決
し
ま
し
た
。

文
教
厚
生
常
任
委
員
会
に
審
査

を
付
託
さ
れ
ま
し
た
案
件
の
主
な

審
査
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

▼
「
平
成
十
七
年
度
土
岐
市
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
中
、

歳
出
の
部
所
管
部
分
に
つ
い
て
」

は
、
幼
稚
園
に
お
け
る
親
の
子
育

て
力
向
上
推
進
事
業
に
百
一
万
四

千
円
、
ス
ク
ー
リ
ン
グ
・
サ
ポ
ー

ト
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
整
備
事
業
に

百
四
十
万
円
の
追
加
補
正
を
す
る

も
の
で
、
執
行
部
の
説
明
の
あ
と
、

幼
稚
園
親
の
子
育
て
力
向
上
推
進

事
業
に
つ
い
て
支
援
委
員
の
メ
ン

バ
ー
九
人
の
う
ち
保
護
者
代
表
が

一
人
と
は
少
な
い
の
で
は
な
い
か

と
の
質
疑
が
あ
り
、
保
護
者
代
表

が
、
保
護
者
の
意
見
を
集
約
し
、

参
加
さ
れ
る
も
の
と
理
解
し
て
い

る
が
、
メ
ン
バ
ー
の
人
選
に
つ
い

て
は
今
後
検
討
す
る
旨
の
答
弁
が

あ
り
、
続
い
て
、
ス
ク
ー
リ
ン

ス
ク
ー
リ
ン
グ
・

サ
ポ
ー
ト
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

整
備
事
業
な
ど
審
査

文
教
厚
生
常
任
委
員
会

グ
・
サ
ポ
ー
ト
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

整
備
事
業
の
内
容
に
つ
い
て
質
疑

が
あ
り
、
教
育
相
談
室
浅
野
教
室

に
、
よ
り
専
門
的
な
知
識
を
有
し

た
相
談
員
を
配
置
し
、
不
登
校
児

童
生
徒
の
早
期
発
見
、
早
期
対
応

等
、
細
か
く
支
援
す
る
旨
の
答
弁

が
あ
り
ま
し
た
。

▼
「
平
成
十
七
年
度
土
岐
市
老
人

保
健
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一

号
）
に
つ
い
て
」
は
、
超
過
分
を

返
還
す
る
た
め
、
千
四
百
三
十
三

万
八
千
円
の
追
加
補
正
を
す
る
も

の
で
、
執
行
部
の
説
明
の
あ
と
、

前
年
度
繰
越
金
の
額
は
い
く
ら
か

と
の
質
疑
が
あ
り
、
繰
越
金
は
千

七
百
六
十
二
万
三
千
円
で
あ
る
旨

の
答
弁
が
あ
り
、
続
い
て
、
支
払

基
金
交
付
金
、
国
庫
負
担
金
及
び

県
支
出
金
の
償
還
分
は
い
く
ら
か

と
の
質
疑
が
あ
り
、
支
払
基
金
交

付
金
は
五
百
五
十
二
万
五
千
二
百

七
十
二
円
、
国
庫
負
担
金
は
六
十

六
万
二
千
四
十
五
円
、
県
支
出
金

は
八
百
十
五
万
千
五
百
十
二
円
の

償
還
分
が
あ
る
旨
の
答
弁
が
あ
り

ま
し
た
。

▼
「
土
岐
市
国
民
健
康
保
険
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い

て
」
は
、
市
町
村
が
行
う
国
民
健

康
保
険
に
お
け
る
保
険
給
付
費
等

に
要
す
る
費
用
に
対
す
る
国
庫
負

担
を
見
直
し
、
都
道
府
県
負
担
を

導
入
す
る
も
の
で
、
執
行
部
の
説

明
の
あ
と
、
医
療
費
の
適
正
化
に

つ
い
て
質
疑
が
あ
り
、
県
の
役
割

及
び
権
限
の
強
化
に
伴
い
、
市
町

村
の
保
険
者
に
お
け
る
被
保
険
者

の
給
付
水
準
と
所
得
水
準
が
あ
る

の
で
、
負
担
と
給
付
に
つ
い
て
よ

り
国
保
事
業
を
適
正
に
運
営
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
旨
の
答
弁

が
あ
り
、
続
い
て
、
低
所
得
者
の

保
険
料
を
軽
減
す
る
こ
と
に
よ
る

保
険
基
盤
の
安
定
制
度
の
繰
入
金

は
い
く
ら
か
と
の
質
疑
が
あ
り
、

平
成
十
五
年
度
は
一
億
四
千
八
百

八
十
四
万
四
百
八
十
八
円
、
平
成

十
六
年
度
は
二
億
二
千
百
三
十
七

万
五
千
百
四
十
三
円
で
あ
る
旨
の

答
弁
が
あ
り
、
そ
の
あ
と
反
対
討

論
が
あ
り
ま
し
た
。

中
学
校
パ
ソ
コ
ン
機
器
二
百
四
十
六
台
等
の
財
産
取
得
可
決

土
岐
市
民
プ
ー
ル
夜
間
使
用
の
廃
止
決
定

▲泉中学校パソコン教室

▲教育相談室浅野教室
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▼
「
土
岐
市
民
プ
ー
ル
設
置
及
び

管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て
」
は
、
開

場
時
間
を
変
更
す
る
も
の
で
、
執

行
部
の
説
明
の
あ
と
、
夜
間
の
廃

止
は
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
に
な
ら
な

い
か
と
の
質
疑
が
あ
り
、
市
民
サ

ー
ビ
ス
の
質
を
下
げ
な
い
で
、
経

費
削
減
を
図
る
た
め
利
用
者
の
少

な
い
時
間
帯
を
廃
止
す
る
も
の
と

の
答
弁
が
あ
り
、
そ
の
あ
と
反
対

討
論
が
あ
り
ま
し
た
。

▼
最
終
日
に
追
加
提
案
さ
れ
ま
し

た
「
財
産
の
取
得
に
つ
い
て
」
は
、

中
学
校
の
パ
ソ
コ
ン
教
室
に
設
置

し
て
あ
る
機
器
を
更
新
す
る
も
の

で
、
執
行
部
の
説
明
の
あ
と
、
入

札
状
況
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
、

九
社
に
よ
る
指
名
競
争
入
札
を
行

っ
た
が
、
不
調
で
あ
っ
た
た
め
、

中
部
事
務
機
株
式
会
社
と
随
意
契

約
を
す
る
も
の
と
の
答
弁
が
あ

り
、
続
い
て
、
予
定
価
格
は
ど
の

よ
う
に
設
定
し
た
か
と
の
質
疑
が

あ
り
、
土
岐
市
契
約
規
則
の
規
定

に
基
づ
き
決
定
し
た
も
の
で
、
適

正
な
価
格
で
あ
っ
た
旨
の
答
弁
が

あ
り
、
そ
の
あ
と
反
対
討
論
が
あ

り
ま
し
た
。

﹇
審
査
結
果
﹈
▼
平
成
十
七
年
度

土
岐
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

一
号
）
中
歳
出
の
部
所
管
部
分

《
全
会
一
致
・
原
案
可
決
》
▼
平

成
十
七
年
度
土
岐
市
老
人
保
健
特

別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）《
全

会
一
致
・
原
案
可
決
》
　
▼
土
岐

市
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
改

正
《
賛
成
多
数
・
原
案
可
決
》

▼
土
岐
市
民
プ
ー
ル
設
置
及
び
管

理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

《
賛
成
多
数
・
原
案
可
決
》
▼
財

産
の
取
得
に
つ
い
て
《
賛
成
多

数
・
原
案
可
決
》

建
設
経
済
常
任
委
員
会
に
審
査

を
付
託
さ
れ
ま
し
た
案
件
の
主
な

審
査
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

▼
「
平
成
十
七
年
度
土
岐
市
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
中
、

歳
出
の
部
所
管
部
分
に
つ
い
て
」

は
、
産
業
観
光
誘
導
サ
イ
ン
等
掲

出
事
業
に
三
百
万
円
、
交
通
遺
児

配
布
図
書
券
に
二
万
四
千
円
、
下

水
道
事
業
特
別
会
計
繰
出
金
に
五

百
九
十
万
円
を
追
加
補
正
す
る
も

の
で
、
執
行
部
の
説
明
の
あ
と
、

商
工
振
興
費
の
産
業
観
光
誘
導
サ

イ
ン
等
掲
出
事
業
の
具
体
的
な
内

容
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
、
こ
の

事
業
は
土
岐
市
観
光
協
会
に
委
託

す
る
も
の
で
、
土
岐
南
多
治
見
イ

ン
タ
ー
付
近
に
「
織
部
の
里
」、

「
ど
ん
ぶ
り
会
館
」
な
ど
公
共
施

設
の
案
内
看
板
を
設
置
、
都
市
計

画
道
路
・
学
園
都
市
線
と
主
要
地

方
道
・
土
岐
足
助
線
の
交
差
点
付

近
に
民
間
施
設
の
Ｐ
Ｒ
看
板
を
設

置
、
ま
た
都
市
計
画
道
路
・
ハ
イ

テ
ク
ロ
ー
ド
南
北
線
沿
線
に
イ
ベ

ン
ト
案
内
を
表
示
す
る
予
定
で
あ

る
旨
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。
続

い
て
、
看
板
に
つ
い
て
ト
ー
タ
ル

的
な
土
岐
市
の
デ
ザ
イ
ン
を
検
討

で
き
な
い
か
と
の
質
疑
が
あ
り
、

以
前
検
討
し
た
結
果
、
国
土
交
通

省
の
実
施
し
て
い
る
も
の
に
統
一

し
て
い
る
。
ま
た
県
道
な
ど
に
設

置
す
る
場
合
に
は
、
標
識
の
基
準

も
あ
り
、
変
更
は
で
き
な
い
が
、

土
岐
南
多
治
見
イ
ン
タ
ー
出
口
付

近
に
つ
い
て
は
、
日
本
道
路
公
団

と
協
議
の
上
、
土
岐
市
独
自
で
町

名
の
看
板
を
設
置
す
る
予
定
で
あ

る
旨
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

▼
「
平
成
十
七
年
度
土
岐
市
下
水

道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

一
号
）
に
つ
い
て
」
は
、
執
行
部

の
説
明
の
あ
と
、
旭
ヶ
丘
団
地
生

活
環
境
施
設
管
理
組
合
か
ら
入
る

お
金
は
、
受
益
者
負
担
金
に
充
当

す
る
の
か
と
の
質
疑
が
あ
り
、
受

益
者
負
担
金
で
は
な
く
、
す
で
に

敷
設
さ
れ
て
い
る
管
の
引
継
金
で

あ
り
、
維
持
管
理
費
及
び
不
具
合

部
分
の
改
修
費
と
し
て
受
け
取
る

も
の
で
あ
る
旨
の
答
弁
が
あ
り
ま

し
た
。

▼
「
土
岐
川
防
災
ダ
ム
一
部
事
務

組
合
規
約
の
変
更
に
つ
い
て
」
は
、

当
組
合
に
収
入
役
を
置
か
な
い
こ

と
と
す
る
も
の
で
、
原
案
の
と
お

り
全
会
一
致
で
決
め
ま
し
た
。

▼
平
成
十
七
年
第
一
回
定
例
会
に

お
い
て
継
続
審
査
と
な
っ
て
い
た

十
七
請
願
第
二
号
「
全
頭
検
査
に

よ
る
万
全
な
Ｂ
Ｓ
Ｅ
対
策
の
継
続

を
求
め
る
請
願
に
つ
い
て
」
は
、

前
回
は
国
が
審
議
中
で
あ
っ
た
た

め
、
継
続
審
査
と
な
っ
た
が
、
趣

旨
に
反
対
す
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
し
、
賛
同
で
き
る
部
分
も
あ
る

の
で
、
皆
が
合
意
で
き
る
意
見
書

案
を
精
査
し
た
ほ
う
が
良
い
。
今

回
は
不
採
択
と
し
、
改
め
て
全
会

一
致
で
意
見
書
を
提
出
し
て
は
ど

う
か
な
ど
の
意
見
が
出
さ
れ
、
本

件
に
つ
い
て
は
、
全
会
一
致
で
不

採
択
と
な
り
ま
し
た
。

﹇
審
査
結
果
﹈
▼
平
成
十
七
年
度

土
岐
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

一
号
）
中
歳
出
の
部
所
管
部
分

《
全
会
一
致
・
原
案
可
決
》
　
▼

平
成
十
七
年
度
土
岐
市
下
水
道
事

業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）

《
全
会
一
致
・
原
案
可
決
》
　
▼

土
岐
川
防
災
ダ
ム
一
部
事
務
組
合

規
約
の
変
更
《
全
会
一
致
・
原
案

可
決
》
　
▼
全
頭
検
査
に
よ
る
万

全
な
Ｂ
Ｓ
Ｅ
対
策
の
継
続
を
求
め

る
請
願
に
つ
い
て
《
全
会
一
致
・

不
採
択
》

企
画
総
務
常
任
委
員
会
に
審
査

下
水
道
施
設
建
設
工
事
の

委
託
契
約
な
ど
慎
重
審
査

企
画
総
務
常
任
委
員
会

土
岐
南
多
治
見
イ
ン
タ
ー

付
近
に
案
内
看
板
設
置
な
ど

審
査

建
設
経
済
常
任
委
員
会▲案内看板（土岐口地内）
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を
付
託
さ
れ
ま
し
た
案
件
の
主
な

審
査
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

▼
「
平
成
十
七
年
度
土
岐
市
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）」
中
、

歳
入
の
部
全
部
（
五
千
四
百
八
十

八
万
二
千
円
の
補
正
額
）
及
び
歳

出
の
部
所
管
部
分
（
四
千
三
百
五

十
四
万
四
千
円
の
補
正
額
）
に
つ

い
て
執
行
部
か
ら
説
明
が
あ
り
、

歳
入
の
部
の
う
ち
、
教
育
費
委
託

金
の
「
ス
ク
ー
リ
ン
グ
・
サ
ポ
ー

ト
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
に
つ
い

て
」
の
質
疑
が
あ
り
「
不
登
校
児

童
の
ふ
れ
あ
い
、
教
育
相
談
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
、
保
護
者
に

対
す
る
支
援
づ
く
り
を
強
化
す
る

事
業
で
あ
る
」
旨
の
答
弁
が
あ
り

「
日
本
道
路
公
団
か
ら
の
財
産
貸

付
収
入
に
つ
い
て
」
の
質
疑
に
対

し
て
は
「
東
海
環
状
自
動
車
道
の

工
事
に
係
る
市
有
地
賃
借
料
と
し

て
平
成
十
六
年
度
は
千
二
百
三
十

六
万
四
千
円
、
今
回
補
正
額
は
八

百
二
十
四
万
三
千
円
で
あ
る
」
旨

の
答
弁
が
あ
り
、
続
い
て
「
旭
ヶ

丘
団
地
生
活
環
境
施
設
管
理
組
合

引
継
金
三
千
五
百
三
十
万
円
に
つ

い
て
」
の
質
疑
が
あ
り
、
執
行
部

か
ら
「
組
合
の
基
金
の
一
部
を
下

水
道
管
等
の
改
修
費
と
し
て
市
が

引
継
ぐ
も
の
で
あ
る
」
旨
の
答
弁

が
あ
り
ま
し
た
。

▼
武
力
攻
撃
災
害
等
で
、
他
の
地

域
か
ら
土
岐
市
へ
応
援
に
来
る
人

の
派
遣
手
当
を
、
一
日
当
た
り
三

千
九
百
七
十
円
（
公
の
施
設
で
の

宿
泊
）、
同
六
千
六
百
二
十
円

（
一
般
の
宿
泊
）
に
定
め
よ
う
と

す
る
「
土
岐
市
職
員
の
給
与
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
に
つ
い
て
」
は
、
執
行
部
か
ら

の
説
明
の
あ
と
「
武
力
攻
撃
と
は

ど
う
い
う
こ
と
を
指
す
の
か
」

「
近
隣
市
は
今
議
会
に
提
案
し
て

い
な
い
が
ど
う
し
て
本
市
だ
け
が

提
案
し
た
の
か
」
と
の
質
疑
が
あ

り
、
執
行
部
か
ら
「
武
力
攻
撃
と

は
我
が
国
に
対
す
る
外
部
か
ら
の

組
織
的
、
計
画
的
な
武
力
の
行
使

を
い
う
も
の
で
あ
り
、
武
力
攻
撃

を
加
え
て
く
る
主
体
と
し
て
は
、

国
だ
け
で
な
く
、
攻
撃
の
規
模
の

大
小
、
期
間
の
長
短
や
攻
撃
の
態

様
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
」「
例
え

ば
ゲ
リ
ラ
、
テ
ロ
、
弾
道
ミ
サ
イ

ル
、
航
空
テ
ロ
も
含
ま
れ
る
」

「
国
民
保
護
法
が
昨
年
九
月
に
施

行
さ
れ
、
県
の
条
例
も
三
月
に
改

正
さ
れ
て
お
り
、
い
つ
起
こ
る
か

わ
か
ら
な
い
状
況
に
鑑
み
、
今
議

会
に
提
案
し
た
」「
武
力
攻
撃
・

災
害
等
の
復
旧
の
た
め
、
土
岐
市

が
他
市
等
へ
要
請
し
た
と
き
、
来

市
さ
れ
た
人
へ
手
当
を
支
給
す
る

た
め
の
条
例
改
正
で
あ
る
」
旨
の

答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
「
武

力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の

保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法

律
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体

が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

事
務
で
あ
る
」
旨
の
答
弁
も
あ
り

ま
し
た
。

討
論
で
は
「
土
岐
市
が
先
行
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
明
確
で

な
い
。
も
う
少
し
議
論
を
す
る
た

め
に
も
時
間
が
必
要
で
あ
る
」

「
急
い
で
本
日
決
め
る
こ
と
は
な

い
」
旨
の
反
対
討
論
と
「
国
の
法

令
改
正
に
伴
い
提
案
さ
れ
た
も
の

で
、
戦
争
に
限
ら
ず
テ
ロ
行
為
等

あ
ら
ゆ
る
災
害
か
ら
市
民
を
守
る

た
め
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
条
例

改
正
に
は
賛
成
す
る
」
旨
の
賛
成

討
論
が
あ
り
ま
し
た
。

▼
消
防
団
員
の
処
遇
を
改
善
す
る

た
め
の
「
土
岐
市
非
常
勤
消
防
団

員
に
係
る
退
職
報
償
金
の
支
給
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
に
つ
い
て
」
及
び
市
町
村
合

併
に
伴
う
「
岐
阜
県
市
町
村
会
館

組
合
を
組
織
す
る
市
町
村
数
の
増

減
に
つ
い
て
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
執

行
部
か
ら
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

▼
燃
料
電
池
発
電
設
備
を
対
象
火

気
に
位
置
づ
け
る
「
土
岐
市
火
災

予
防
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
に
つ
い
て
」
は
、
執
行
部
か
ら

の
説
明
の
あ
と
質
疑
が
あ
り
「
現

在
の
と
こ
ろ
土
岐
市
に
は
該
当
は

な
い
」
旨
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

▼
耐
用
年
数
が
経
過
し
た
土
岐
市

浄
化
セ
ン
タ
ー
の
水
処
理
関
連
施

設
の
建
設
工
事
を
、
地
方
自
治
体

が
出
資
し
て
設
立
さ
れ
て
い
る
日

本
下
水
道
事
業
団
に
、
五
億
九
千

百
万
円
で
委
託
契
約
す
る
「
土
岐

市
公
共
下
水
道
根
幹
的
施
設
の
建

設
工
事
の
委
託
契
約
に
つ
い
て
」

は
、
執
行
部
か
ら
の
説
明
の
あ
と

「
県
内
に
お
け
る
日
本
下
水
道
事

業
団
へ
の
委
託
件
数
」
に
つ
い
て

質
疑
が
あ
り
「
県
内
で
は
市
町
村

の
処
理
場
が
九
十
二
カ
所
あ
り
、

そ
の
う
ち
事
業
団
へ
の
委
託
が
六

十
四
カ
所
で
あ
り
、
お
よ
そ
七
十

パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
」
旨
の
答
弁

が
あ
り
「
こ
の
契
約
金
額
は
適
正

か
」
と
の
質
疑
に
対
し
て
「
国
土

交
通
省
の
下
水
道
用
設
計
標
準
部

掛
り
（
ぶ
が
か
り
）
に
よ
り
積
算

し
て
お
り
、
会
計
検
査
院
の
対
象

事
業
で
あ
る
」
旨
の
答
弁
が
あ
り

ま
し
た
。

﹇
審
査
結
果
﹈
▼
平
成
十
七
年
度

土
岐
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

一
号
）
中
歳
入
の
部
全
部
・
歳
出

の
部
所
管
部
分
《
全
会
一
致
・
原

案
可
決
》
　
▼
土
岐
市
職
員
の
給

与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

《
賛
成
多
数
・
原
案
可
決
》
　
▼

土
岐
市
非
常
勤
消
防
団
員
に
係
る

退
職
報
償
金
の
支
給
に
関
す
る
条

例
の
一
部
改
正
《
全
会
一
致
・
原

案
可
決
》
　
▼
土
岐
市
火
災
予
防

条
例
の
一
部
改
正
《
全
会
一
致
・

原
案
可
決
》
　
▼
岐
阜
県
市
町
村

会
館
組
合
を
組
織
す
る
市
町
村
数

の
増
減
《
全
会
一
致
・
原
案
可

決
》
　
▼
土
岐
市
公
共
下
水
道
根

幹
的
施
設
の
建
設
工
事
の
委
託
契

約
《
全
会
一
致
・
原
案
可
決
》

▲浄化センター内


